
１，主　催 一般社団法人十勝地区サッカー協会

２，後　援 北海道教育庁十勝教育局　　新得町　　新得町教育委員会　　士幌町教育委員会　　　

新得サッカー協会

全十勝中学校体育連盟サッカー専門委員会

帯広市中学校体育連盟サッカー専門部

３，主　管 一般社団法人十勝地区サッカー協会第３種委員会

一般社団法人十勝地区サッカー協会フットサル委員会

４，期　日 平成２８年１１月５日（土）・６日（日）

５，会　場 １１月５日（土）　新得町総合体育館（サホロアリーナ）

　　　　　　　　　士幌町総合研修センター体育館

１１月６日（日）　新得町総合体育館（サホロアリーナ）

６，参加資格 （１）フットサルチー ムの場合

　　　①公益財団法人日本サッカー協会に「フットサル3種」、または「フットサル4種」の種別で加盟登録した

   　　　単独のチームであること。本協会に承認を受けたクラブを構成する加盟登録チームについては、同一ク

   　　　ラブ内の他の加盟登録チームに所属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。

　　　②前項のチームに所属する2001年4月2日以降に生まれた選手であること。男女の性別は問わない。 

　　　③外国籍選手は1チームあたり3名までとする。

（２）サッカーチームの場合

　　　①公益財団法人日本サッカー協会に「3種」、「4種」、または「女子」の種別で加盟登録した単独のチー

　　　　ムであること。本協会に承認を受けたクラブを構成する加盟登録チームについては、同一クラブ内の他

　　　　の加盟登録チームに所属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。

　　　②前項のチームに所属する2001年4月2日以降に生まれた選手であること。男女の性別は問わない。

　　　③外国籍選手は1チームあたり3名までとする。

（３）本大会の地区予選を通して、選手は、他のチームで参加していないこと。サッカーチームとフットサルチ

　　　ームの両方に所属し、両方のチームが参加する場合を含む。

（４）選手および役員は、本大会において複数のチームで参加できない。

（５）下記本大会フットサル登録料を所属地区サッカー協会において納入完了していること。

　　　①フットサルチームの場合：登録料２，０００円

　　　②サッカーチームの場合　：登録料４，０００円

７，参加 大会参加申込みを締め切った段階で決定する。

　　チーム数

８，競技規則 （１）大会実施年度の、（公財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。

（２）以下の項目については本大会規則を設ける。

　　　①ピッチサイズ：原則として３６ｍ×１８ｍとする。

　　　②使用ボール：フットサル用４号ボールとする。

　　　③交代要員の数：７名以内とする。

　　　④ベンチにはいることができる人数：１０名以内（交代要員７名以内、チーム役員３名以内）とする。

　　　⑤プレーの時間：ランニングタイムによる２０分（前・後半１０分）

　　　⑥ハーフタイムのインターバル：原則として３分（前半終了から後半開始まで）

　　　⑦タイムアウト（第８条「試合時間」）：本大会では採用しない。

　　　⑧試合の勝者を決定する方法（２０分で勝敗が決しない場合）

　　　　ア、１次ラウンド：引き分け

　　　　イ、決勝トーナメント：ＰＫ方式により次回戦進出チーム及び勝敗を決定する。ただし、決勝戦及び道

　　　　　　　　　　　　　　　東ブロック大会の代表決定戦になる試合においては、６分（前・後半３分）の　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　延長戦を行う。なお決しない場合は、ＰＫ方式により勝敗を決定する。

　　　⑨棄権試合：試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止になった場合には、その

　　　　　　　　　帰責事由のあるチームは０対５、または、その時点のスコアがそれ以上であれば、そのスコ

　　　　　　　　　アで敗戦したものとみなす。

第２８回　全道ユース（Ｕ－１５）フットサル大会道東ブロック予選

十勝地区予選会　　開催要項  



９，競技方法 （１）①１次ラウンド：参加チームを４チーム及び３チームのグループに分けて１回戦総当たり戦を行う。

　　　②決勝トーナメント：各グループ上位チームによるトーナメント戦を行う。

（２）１次ラウンドにおける順位決定は、勝ち点の多い順から上位とする。勝ち点は、勝ち３点、引き分け１点、

　　　負け０点とする。但し、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従い順位を決定する。

　　　①当該チーム間の対戦成績（勝敗）

　　　②当該チーム間の得失点差

　　　③当該チーム間の総得点数

　　　④グループ内での総得失点差

　　　⑤グループ内での総得点数　　　　

　　　⑥下記に基づく警告、退場のポイントがより少ないチーム

　　　　　　ⅰ）イエローカード１枚　　　　　　　　　　　　　１ポイント

　　　　　　ⅱ）イエローカード２枚によるレッドカード１枚　　３ポイント

　　　　　　ⅲ）レッドカード１枚　　　　　　　　　　　　　　３ポイント

　　　　　　ⅳ）イエローカード１枚に続くレッドカード１枚　　４ポイント

　　　⑦抽選

　　　※「当該チーム」とは、グループ内で勝点合計が並んだチームのことである。

（３）決勝トーナメントにおいて、道東ブロック大会代表６チームを決定する。

10,　懲　罰 （１）本大会において大会規律委員会を組織し、委員長は第３種委員長が兼任する。委員の人選については委員　　

　　　長に一任する。

（２）本大会において退場を命じられた選手は、自動的に本大会の次の1試合に出場できない。

（３）本大会期間中に警告の累積が2回に及んだ選手は、自動的に本大会の次の1試合に出場できない。

（４）前項により出場停止処分を受けたとき、1次ラウンド終了時点で警告の累積が1回のとき、または、本大会

　　　の終了のときに、警告の累積は消滅する。

（５）本大会終了時点で未消化となる出場停止処分は、当該チームが出場する直近のフットサル公式試合（ただ

　　　し、第28回全道ユースU-15フットサル大会道東ブロック予選に出場するチームはこの大会で行うこと。）

　　　にて消化する。ただし、警告の累積によるものを除く。

（６）その他、本大会の懲罰に関する事項については、本大会の大会規律委員会が決定する。

11，参加申込 （１）①所定の「参加申込書」に参加の有無を記入し、下記大会事務局宛へｅメールで申し込むこと。

　　　②「参加申込書」の締切日時　　平成２８年１０月２０日（木）１６：００必着（これ以後の申し込みは

　　　　一切受け付けない）

（２）①参加チームは、「選手登録用紙」に必要事項を記入し、下記大会事務局宛へｅメールで送付すること。

　　　②「選手登録用紙」に登録できる人員は、チーム役員３名、選手２０名とする。

　　　③「選手登録用紙」の締切日時　平成２８年１１月２日（火）１６：００必着

（３）大会参加料・フットサル登録料の納入　　

　　　①大会参加料　１０，０００円

　　　②フットサルチーム：登録料　２，０００円　サッカーチーム：登録料４，０００円

　　　③参加チームは、①②を平成２８年１０月２０日（木）までに、下記指定口座に振り込むこと。

　　　④依頼人（振込者）氏名は、個人名ではなくチーム名（例：南町中学校）を記入すること。

　　　⑤参加料・登録料とも領収書は発行しない。「振込受領証」をもって領収書に代える。別々の受領証が必

　　　　要な場合は、別々に振り込むこと。

      大会事務局　　〒080-0027

　　　　　　　　　　帯広市西１７条南３５丁目１番１号　　南町中学校内

　　　　　　　　　　青　木　隆　信　　　　　　　　　ＴＥＬ　０１５５－４８－３１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０１５５－４８－６７６５

　　　振込口座　　　帯広信用金庫中央支店　　（普）１２１３９２２　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（一社）十勝地区サッカー協会第３種委員会

12,フットサ （１）チーム　　　添付ファイルで送信した、「選手登録用紙」を完全に記入し、大会事務局へメール送信する

　　ル登録 　　　　　　　　　こと。提出された段階で、フットサルのチーム登録完了とする。

（２）個　人　　①年度当初の「（公財）日本サッカー協会選手登録」により、フットサル大会に出場可能

　　　　　　　　　となったため、以前のようなフットサル個人登録の必要はない。ただし、サッカー登録を必ず

　　　　　　　　　完了しておくこと（追加登録を含む）。

　　　　　　　　②試合の際は必ず「選手証」（写真貼付）を携帯し、試合前に本部に提出すること。不携帯の

　　　　　　　　　場合は、当該試合の出場を認めない。

　　　　　　　　　　　



13,選手登録 選手の登録変更は３名までとし、変更がある場合は、「選手登録変更届」を大会当日（１１月５日）大会本部に

　 変更 必ず提出すること。未提出の場合は、変更を認めない。

14,組合せ 場所　（一社）十勝地区サッカー協会において行う。

　　   抽選 期日　　平成２８年１０月２１日（金）

方法　　平成２７年度　全道フットサル選手権２０１５（Ｕ－１４の部）十勝地区予選会の成績をシードに反映

　　　　させる。

15,帯同審判 参加チームは、公認審判員を必ず帯同させること。不帯同の場合は、５，０００円を（一社）十勝地区サッカー

協会へ納入すること。

16,開閉会式 実施しない。

　※表彰式・・・決勝戦（１１月６日）終了後会場で行う。

17,競技者の （１）ユニフォーム

　　　　用具 　　　①フィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに、色彩が異なり判別しやすい正副のユニフォーム（シャ

　　　   ツ、ショーツ、ストッキング）を参加申込書に記載し、各試合には正副ともに必ず携行すること。

　　　②チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別しうるものであ

　　　　ること。

　　　③フィールドプレーヤーとして試合に登録された選手がコールキーパーに代わる場合、その試合でゴール

　　　　キーパーが着用するシャツと同一の色彩および同一のデザインで、かつ自分自身の背番号のついたもの

　　　　を着用すること。

　　　④シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツにも選手番号を付けるこ

　　　　とが望ましい。選手番号は服地と明確に区別し得る色彩であり、かつ判別が容易なサイズのものでなけ

　　　　ればならない。

　　　⑤選手番号については1から99までの整数とし、0は認めない。1番はゴールキーパーがをつけることとす

　　　　る。必ず、本大会の参加申込書に記載された選手固有の番号を付けること。

　　　⑥ユニフォームへの広告表示については、本協会の承認を受けている場合のみこれを認める。ただし、ユ

　　　　ニフォーム広告表示により生じる会場等への広告掲出料等の経費は当該チームにて負担することとする。

　　　⑦その他のユニフォームに関する事項については、（公財）日本サッカー協会の「ユニフォーム規程」に

　　　　則る。

（２）靴

　　　　キャンバス、または柔らかい皮革製で、靴底がゴム、または類似の材質で出来ており、接地面が飴色、

　　　　白色もしくは無色透明のフットサルシューズ、トレーニングシューズ、または体育館用シューズタイプ

　　　　のもの。（スパイクシューズおよび靴底が着色されたものは使用できない。）

（３）ビブス

　　　　交代要員は、競技者と異なる色のビブスを用意し、着用しなければならない。

18,負傷及び （１）大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。なお、医師及び救急用具の準備は各

　事故の責任 　　　チームの責任において行うこととする。

（２）選手はスポーツ保険または、それに準じた保険に加入していること。

19,その他 （１）出場チームは、そのチームの指導者によって引率され、選手の全ての行動に責任を負うものとする。

（２）参加資格に違反したり、その他不都合な行為が発生した場合は、そのチームの出場を停止する。

（３）大会要項に規定されていない事項については、第３種委員会において協議の上、決定する。

（４）ベンチに入れるのは、「選手登録用紙」により登録したチーム役員及び選手のみとする。

（５）電子選手証については、各チームの登録選手は、ＪＦＡ発行のフットサル電子登録証の写し（写真が登録

　　　されたもの）またはＪＦＡ選手証（写真が貼付されたもの）を監督会議及び試合会場に持参すること。い

　　　ずれかが確認できない場合は、試合に出場できない。

（６）震災等、不測の事態が発生した場合には、本大会事務局において協議の上対処する。中断・中止・延期す

　　　ることがあることを留意のこと。

（７）競技時間中、ウオーミングアップ時間中を問わず、自分のベンチにおいては摂取可能な飲料は「水のみ」

　　　に限定する。

（８）上位６チームには、道東ブロック大会出場を義務づける。

　　　　※道東ブロック大会－１１月１２日・１３日（帯広市総合体育館）

（９）本大会に関する問い合わせは、上記大会事務局まで。


